
                     

 

 

                      

    日 曜 行事等 

３日 日 文化の日 

４日 月 振替休日 

５日 火 学校朝会   

６日 水 委員会 

７日 木 代表委員会 放課後学習 

８日 金 明城漢字検定 定時退勤日 

１１日 月 トライやるウィーク（～17日） 

１２日 火 児童集会 

１４日 木 市音楽会（午前・２年）放課後学習 

１５日 金 明城漢字検定 定時退勤日 

２２日 金 
音楽会（児童鑑賞） ５校時終了後下校 

明城漢字検定  定時退勤日 

２３日 土 
勤労感謝の日 

音楽会（保護者鑑賞） 

２５日 月 23日の代休日 

２６日 火 完全定時退勤日 

２７日 水 クラブ活動 

２８日 木 放課後学習 

２９日 金 明城漢字検定 定時退勤日 

 

＜１２月の主な予定＞ 

６日（金）あまっこステップアップ調査 

１３日（金）マラソン大会（16日予備日） 

２０日（金）給食最終日 

２５日（水）終業式（１２時下校） 

 

※学期末、給食終了後下校等、下校時刻が変則的になる場合は、 

追って、学年から連絡します。 

 

市音楽会 

１４日（木）午前の部 

２年生が出場します。アルカイックホ

ールの舞台に立てる貴重な機会です。 

別途配付のお知らせで詳細をお伝え

します。 

       

 

  トライやるウィーク 

１１日（月）～１５日（金） 

 成良中学校から生徒４名が、本校で一

週間の職業体験をします。 

 

 

 

 

 

 

音楽会 

２３日保護者鑑賞日 

テーマ「みんなで奏でるハーモニーで笑顔い

っぱいの音楽会」を掲げて日々 、練習に取り組

んでいます。 

体育大会と異なり、天気の影響は受け

ませんが、会場運営、機器の設置と管理

等、様々なことを注意深く考えながら準

備をしていることです。子ども達も多く

の方々に見られることにより、いっそう

力を発揮できたことと思いますので多

数の来校お待ちしております。詳細につ

きましては、１１月上旬配付予定の「令和

６年度音楽会のご案内」をご覧ください。 

           

令和６年１０月３１日(木) 

  １１月号 

ＮＯ．７ 

   尼崎市南城内 10 番地の 1 TEL06-6481-2432 

       

 校長 宇川 光平 

ご協力ありがとうございました 
先日の体育大会では、多数の保護者の方々にお越しいただき、誠にありがとうございました。

途中、雨が降りましたが、子どもが退避中、椅子の座面が濡れないように、椅子を裏返したり、

トラックの整地作業をしていただいたり、保護者の皆様には、大変助けられました。おかげさ

まで、綱引きを除いてすべての競技を終えることができました。休み明けの１０月２２日（火）

の一時間目は大掃除をし、その後、リモートで閉会式を行いました。白１２０点、赤１０２点

で白組が勝ちましたが、「どちらもよく頑張ったね」と言える体育大会でした。 

記憶に残る体育大会となりましたが、保護者の皆様には。振り返りのアンケートが配られて

います。今後の開催に向けて、一層の改善を図っていきますので、ぜひ、ご意見・ご要望など

お聞かせください。 

ファッションと校則 
子どもは、基本的に薄着が好ましいですが、薄すぎるのでは?!（正確には、露出が多すぎる

のでは）という格好がよく見られます。特に女子児童において肌の露出の多い服装が目立って

います。流行かもしれませんが、少し極端なようにも思えます。 

安全面、健康面、防犯面の理由により、極度な肌の露出（特に、腹部や肩の露出が極端なシ

ャツ、ホットパンツ等）はお控えいただければと思います。もちろん、学校外で御家庭の皆さ

んとお出かけする時は、自由な格好で結構です。 

個人の服装・身だしなみについては、考え方が様々です。「そもそも、学業に必要な格好で

はない」と考える人もいれば、「人に迷惑かけているわけではないので、これくらいいいでし

ょ」と考える人、「可愛い娘にせがまれて買ってあげた」という人もいるでしょう。また、登

下校は毎日ほぼ同じ時間、不審者に目を付けられるリスクもあるし、まだまだ小学生は思考力

や、起こりうる様々なリスクへの対応力も発達途上で、大人が自己責任で自分の好きな格好を

するのとは、事情が異なると考える人もいます。（これは、私です。）たぶん、それぞれの方の

考えを直接聞くと、なるほどそうなんだ、と共感できる部分がある気がします。 

とはいうものの、学校での服装について改めて考える機会を持ってほしいと思います。同様

に、上記理由から、ピアスやヘアカラーにつきましても、してもしていなくても、御家庭で今

一度、考える機会を持っていただければ嬉しく思います。    

ちなみに、校則を作って、違反している者は、厳格に取り締まったらよいではないか、と考

える方もいらっしゃるでしょう。しかし、現在、学校が生徒指導の指針としている文科省の「生

徒指導提要」によると、校則を守らせることばかりにこだわることなく、児童生徒が校則は何

のためにあるのか等、理解した上で自主的に校則を守るようにすべき旨、記載されています。 

本校の校則（「学校のきまり」）には、毛を染めない等、書かれていますが、「学校のきまり」

に載っているからといって、強制的に従わせるほどの力はありません。しかしながら、「学校

のきまり」は、他者と社会生活を送る上でルールを守ろうとする、健全に生きようとする等の

意識が必要であるという考えの下、子ども達の現在・将来を考えて作っています。 

一昔前のように、校則（学校の決まり）に違反したからと、厳しく取り締まる学校と校則に

立ち向かう子ども達のせめぎ合いをする時代ではないですので、 

事細かい規定は作りませんが、御家庭におかれましては、お子様が 

学校生活を送る上で、最適な服装・身だしなみをお子様含めて十分 

考えて、選んでいただければよいと思います。 
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